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ⓒ  ハナコプロジェクト利⽤申請書  ちびっこケア 

年  ⽉  ⽇ 

動物病院名： 

保護主名（動物病院に来院する⽅）                            印 

住所 〒 

電話  メール  

 

★ハナコプロジェクトを利⽤するには、2 ページ⽬に記載されたご利⽤条件をよく読み、全てのご利⽤条件にご同意
いただく必要があります。ご利⽤条件の各内容にご同意いただいた場合には、ご利⽤条件の各内容ごとのチェック
ボックスにチェックしてください。 

■下記に動物の情報をご記⼊ください。該当箇所に○印をつけてください。 

保護動物 ⽝・ 猫 メス  匹 オス  匹 ⽣後    ⽉ ⽑⾊   

⽝種・猫種
などの特徴 

 

     

保護の経緯 ＊保護⽇時             年  ⽉  ⽇  

＊保護した場所 

 

＊保護したときの状態 

 

 

＊今後の予定（どこで新しい飼い主を探しますか？） 

 

 

■利⽤される動物病院では、⾝分証明書のご提⽰をお願いします。 

（いずれかに○印をつけてください） 

  ・運転免許証   ・マイナンバーカード  ・健康保険証  ・パスポート 

■ハナプロ協⼒病院にて⽇時の予約をとり、必要事項をご記⼊の上、印刷して、来院の際、動物病院にご提出下さ
い。ちびっこケア以外の診療に関しては、費⽤は保護主さんの負担になります。 

（協⼒病院の状況により、ご希望の⽇時に予約がとれない場合があることをご了承ください） 

■ハナコプロジェクトご利⽤後、必ず、新しい飼い主を探してください。新しい飼い主が⾒つかったら、ハナコプ
ロジェクト HP「ハナプロのこどもたち」ページにアクセスし、⽝猫の写真のアップロードと、利⽤報告のフォー
ム⼊⼒をお願いします。野良猫の場合は、元の場所に戻す前に写真を撮って、同じくハナコプロジェクト HP「ハ
ナプロのこどもたち」ページにアクセスし、⽝猫の写真のアップロードと、利⽤報告のフォーム⼊⼒をお願いし
ます。 
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ご利⽤条件 

★こちらのご利⽤条件をよくお読みいただき、ご同意いただける内容のチェックボックスにチェックしてください。 

□ 本利⽤申請書記載の保護動物が⽣後 3 ヵ⽉以内であること 

□ 

本利⽤申請書記載の保護動物が①保護⽝・保護猫・野良猫で、かつ第三者（新しい飼い主・⾥親）に譲渡
する予定であること、⼜は、②野良猫で、かつ元いた場所に戻す予定であること、のいずれかであること
（ハナコプロジェクトの対象になるのは、保護⽝・保護猫・野良猫であり、かつ第三者に譲渡する必要が
あります。既に飼い主がいる⽝猫の場合や、利⽤者申請者が飼い主になろうとする⽝猫の場合には、ハナ
コプロジェクトの対象にはなりません） 

□ 利⽤申請者が動物愛護団体に所属せず、また、動物愛護団体に関与する者でないこと 

□ 

ひと⽉（特定⽉の 1⽇から末⽇まで）にハナコプロジェクト（ちびっこケア）を利⽤できるのは、治療等
の施術⽇を基準に、同腹（同じお腹から⽣まれた⼦たちのことで、１匹の⺟親から⽣まれた兄弟・姉妹は、
何匹でも「同腹」と数えます）１回までであり、この利⽤上限に抵触していないこと（ただし、同じ⼦⽝、
⼦猫には「ちびっこケア」は１回しか使えません） 

□ 

本利⽤申請書記載の保護動物が①⼦⽝の場合はワクチン１回、ノミ取り、駆⾍・検便、②⼦猫の場合はワ
クチン１回、ノミ取り、駆⾍・検便、ウイルス検査のみがちびっこケアの対象となり、これ以外の治療療
⾏為を希望する場合には、各ハナコプロジェクト協⼒病院が定める費⽤を利⽤者⾃⾝が負担すること 

□ 
ワクチン接種する場合のワクチンの種類と回数は各ハナコプロジェクト協⼒病院の異なることもあり、そ
の詳細を各ハナコプロジェクト協⼒病院に確認していること 

□ 
新しい飼い主（⾥親）が⾒つかるまでの間、利⽤申請者⾃⾝が、本利⽤申請書記載の保護動物の世話を
すること 

□ 
ハナコプロジェクトが求めた場合、本利⽤申請書記載の保護動物の新しい飼い主・⾥親を募集しているこ
との裏付け（⾥親募集のページでの掲載や譲渡会に参加された様⼦など）を提供すること 

□ 
本利⽤申請書の記載内容及びハナコプロジェクト協⼒病院への申告内容に虚偽事実が含まれていないこ
と 

□ 
本利⽤申請書記載の保護動物を第三者に譲渡するにあたり、ハナコプロジェクト協⼒病院による治療等の
施術費⽤相当額を請求しないこと 

□ 

⾃らが暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成員（以下総称して「反社
会的勢⼒」という。）ではなく、反社会的勢⼒との関与はなく、反社会的勢⼒との関与を疑われるおそれ
がないこと 

□ 

ちびっこケアの医療⾏為はあくまでハナプロ協⼒病院が⾏うもので、⼀般社団法⼈ハナコプロジェクト
が⾏うものではなく、ハナコプロジェクト協⼒病院で医療⾏為を⾏うにあたり、予約、同⾏、医療⾏為
の提供、その他⼀切のやり取りは、利⽤申請者とハナプロ協⼒病院が⾏うこと、そのため、ハナコプロ
ジェクト協⼒病院での医療⾏為に関してトラブル等が⽣じた場合でも、⼀般社団法⼈ハナコプロジェク
トが⼀切の責任を負うものではないことを⼗分に理解していること 

□ 
国、地⽅公共団体、動物愛護団体やこれに類する団体（以下「動物愛護団体等」という。）との間で紛
争、トラブルがなく、動物愛護団体等からクレーム等を受けておらず、それらのおそれもないこと 

□ 

本利⽤申請書の記載内容及びハナコプロジェクト協⼒病院への申告内容に虚偽事実が含まれている場
合、本ご利⽤条件に違反した場合、その他利⽤申請者に不正⾏為があったと⼀般社団法⼈ハナコプロジ
ェクトが判断した場合には、同法⼈がハナコプロジェクト協⼒病院に負担した費⽤を返還すること 

 


